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特別調査委員会の設置に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、監査役会の意見を踏まえ、当社が 2025 年 9 月 29 日付で発表しまし

た株式会社 CountUp（以下「CU 社」といいます。）の株式取得（以下「本件株式取得」といいます。）に関連す

る事項について、当該事項の妥当性および当社の意思決定プロセスの適切性を検証するため、外部の独立した

有識者から構成される特別調査委員会（以下「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしました

ので、お知らせいたします。 

株主の皆様、お取引先様、その他のステークホルダーの皆様にご心配をおかけしますことを心よりお詫び申

し上げます。 

 

 

記 

 

 

１. 調査委員会設置の経緯 

当社株主および外部からの情報提供により、本件株式取得の妥当性および本件株式取得の前提とな

る、CU社が保有する特許 2 件（以下「本件特許」といいます。）の帰属の妥当性等に関する指摘を受け

ました。 

当該指摘を受けて、社内での検討を行うとともに会計監査人とも協議した結果、事案の性質に鑑み、

独立性および客観性を確保した体制のもと十分な調査・検証を実施することが適切であると判断しまし

た。 

また、当社監査役会から取締役会に対して、独立性・中立性が担保された外部の専門家による調査体

制の構築に関する意見の提出があり、本日の取締役会において、本件に関する特別利害関係人を除いた

取締役および監査役の全員一致により、日本弁護士連合会『企業等不祥事における第三者委員会ガイド

ライン』を踏まえた本委員会の設置を決議いたしました。 

 

２. 調査委員会の設置目的および調査範囲 

① 事実関係に関する調査 

② 類似事案の有無の調査 

③ 上記①および②の調査で確認された事実の分析ならびに当社への提言 

④ その他、本委員会が必要と認めた事項 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

３. 調査委員会の構成（敬称略） 

委員長： 松山 遙 （日比谷パーク法律事務所 弁護士） 

委員： 小佐々 奨 （三村小松法律事務所 弁護士） 

委員： 垂水 敬 （太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社 

 公認会計士・公認不正検査士） 

 

外部専門家である各委員と当社との間に特別な利害関係はございません。 

 

４. 業績に対する影響について 

現時点における当社の連結業績に対する影響は限定的であると認識しておりますが、調査結果を踏ま

え、開示すべき事項が判明した場合には速やかに開示いたします。 

 

５. 今後の対応について 

当社は、本委員会の調査を全面的に支援するとともに、必要な情報を適切に提供する方針です。 

2026 年 4 月期の決算発表（2026 年 6 月予定）および 2026 年 7 月開催予定の定時株主総会については、

本委員会や会計監査人と協議を行う予定であり、本委員会による調査や会計監査人の監査プロセスに要

する時間を踏まえ、決算発表または定時株主総会の開催に影響が生じる場合には、判明次第速やかに開示

いたします。 

本事案にかかり、株主・投資家の皆さまをはじめ、取引先および関係者の皆さまには多大なるご迷惑

とご心配をおかけしますことをあらためて深くお詫び申し上げます。 

 

 

 

以上 


